
甲府市インターンシップ支援助成金交付要綱 

 

令和３年４月２７日 

産 第 １ 号 

 

（趣旨） 

第１ この要綱は、市内の事業者等による積極的なインターンシップの受け入れ及び県

外に居住する学生のインターシップ参加を促進することにより、産業人材の育成及び

学生等の市内就職を図るため、事業者等に対するインターシップ受入助成金（以下「受

入助成金」という。）及び県外に居住する学生に対するインターシップ交通費助成金

（以下「交通費助成金」という。）を交付することについて、甲府市補助金等交付規則

（昭和３８年１１月規則第５０号。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。 

（定義） 

第２ この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１） 市内事業所 次のいずれかに該当する者が事業を行うために市内に設けた本社、

主たる事業所又は工場等をいう。 

ア 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定する中小企業者。た

だし、「みなし大企業」とされる次の者を除く。 

1. 発行済株式の総数又は出資金額の総額の２分の１以上を同一の大企業（法第

２条に規定する中小企業者及び小規模企業者以外の会社。以下同じ。）が所有

している者 

2. 発行済株式の総数又は出資金額の総額の３分の２以上を大企業が所有してい

る者 

イ 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）第３条に規定する事業協同

組合及び企業組合。 

ウ 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）に規定する社会福祉法人。 

エ 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５に規定する病院又は診療所を運

営する医療法人又は個人。 

オ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する学校（幼稚園、小学校、中学

校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学又は高等専門学

校）又は専修学校を運営する学校法人。 

カ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８号）第２条

第１項に規定する一般社団法人及び一般財団法人。 

キ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８年法律第４９号）

第２条に規定する公益社団法人及び公益財団法人。 

ク 特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規定する特定非



営利活動法人。 

ケ 森林組合法（昭和５３年法律第３６号）に規定する森林組合及び生産森林組合。 

コ 農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）に規定する農事組合法人。 

サ その他市長が認める者。 

（２） 学生等 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条の規定による中学校、

高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学若しくは高等専門学校、同法第１２

４条の規定による専修学校又は職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）第

１６条の規定による職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発

促進センター、障害者職業能力開発校若しくは職業能力開発校に在籍する者及び一

般求職者をいう。 

（３） インターンシップ 学生等を対象に市内の事業者等が一定期間実施する就業体

験をいう。ただし、各種免許・資格等の取得に必須となる実習（福祉、医療施設、

教育現場等における実習等）及び中学校学習指導要領に基づく中学生の職場体験学

習を除く。 

（４） 受入事業者 市内事業所において、インターンシップを実施する事業者をいう。 

（５） 県外に居住する学生 山梨県外に居住する者であって、学校教育法（昭和２２

年法律第２６号）第１条の規定による中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援

学校、大学若しくは高等専門学校、同法第１２４条の規定による専修学校又は職業

能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）第１６条の規定による職業能力開発短

期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター、障害者職業能力開発

校若しくは職業能力開発校に在籍する者をいう。 

（受入助成金の対象者） 

第３ 受入助成金の交付を受けることができる者は、受入事業者であって、次の各号に

掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 

（１） 市内事業所に常時使用する従業員を２名以上雇用していること。 

（２） 申請時において市税に滞納がないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に該当する者は交付対象としない。 

（１） 宗教上の組織、団体又は政治団体 

（２） 甲府市暴力団排除条例（平成２４年３月条例第２号）第２条第１号から第３号

に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等 

（３） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号）第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者（当該者から委託を受け

同条第１３項に規定する接客業務受託営業を行う者を含む。） 

（４） 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者 

（受入助成金の額） 

第４ インターンシップにより学生等を受け入れた受入事業者に対する助成金の額は、

１日あたり１０，０００円とし、年間５０，０００円を上限とする。 

２ 前項の場合において、インターンシップの実施時間は１日当たり６時間以上とする。



ただし、休憩時間はインターンシップの実施時間に含めない。 

３ 前項の規定にかかわらず、１日６時間に満たないインターンシップを実施する場合

については、実施期間における実施時間の合計を６時間で除して得た数（１未満の端

数があるときは、これを切り捨てた数）をもって実施日数とする。 

４ 前各項の規定にかかわらず、次に掲げる要件をすべて満たす受入事業者に対する助

成金の額は、第１項の規定により算定した額に５０，０００円を加算した額とする。

この場合において、同一年度内における１事業者あたりの助成金の限度額は、１００，

０００円とする。 

（１）インターンシップ実施時間が休憩時間を除き１日６時間以上であること。 

（２）同一の学生等に対するインターンシップ実施日数が５日間以上であること。 

（３）同一年度内において合計５人以上の学生等を受け入れたこと。 

５ 第１項及び第４項の助成金は、予算の範囲以内とする。 

（受入助成金の申請等） 

第５ 助成金の交付を受けようとする者は、インターシップ実施後に甲府市インターン

シップ受入助成金交付申請書兼事業実施報告書（第１号様式）に次に掲げる書類を添

えて、市長に提出しなければならない。 

（１） 市内に事業所を有することを証する書類の写し（法人にあっては、法人市民税

確定申告書又は法人市民税納税証明書、市税等に未納のない証明書、登記事項証明

書等、個人事業主にあっては、所得税確定申告に係る収支内訳書又は青色申告決算

書若しくは開業届書等） 

（２） 誓約書（別紙１） 

（３） インターンシップ実施報告書（別紙２） 

（４） 市税等に未納のない証明書 

（５） 甲府市以外の行政機関等からインターンシップに係る助成又は補助を受けると

き又は受けたときは、それを確認できる書類 

（６） その他市長が必要と認める書類 

（交通費助成金の対象者） 

第６ 交通費助成金の交付を受けることができる者は、県外に居住する学生であって、

次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 

（１） 山梨県外に居住実態があること。 

（２） 市内事業所において休憩時間を除き１日６時間以上かつ５日間以上のインター

ンシップに参加した者。 

（３） 受入事業者からインターンシップ参加証明書（別紙３）の発行を受けているこ

と。 

（４） 甲府市暴力団排除条例（平成２４年３月条例第２号）第２条第２号に規定する

暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第１号に規定する暴力団若しくは暴

力団員と密接な関係を有していないこと。 

（交通費助成金の額） 



第７ 県外に居住する学生に対する助成金の額は、１回あたり１０，０００円とする。 

２ 助成金の交付は、同一年度内において県外に居住する学生１人につき１回限りとす

る。 

３ 第１項の助成金は、予算の範囲以内とする。 

（交通費助成金の申請等） 

第８ 助成金の交付を受けようとする者は、インターシップ参加後に甲府市インターン

シップ交通費助成金交付申請書（第２号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提

出しなければならない。 

（１） インターシップ参加証明書（別紙３） 

（２） 申請者の口座情報が分かるものの写し 

（３） 学生証または在学証明書の写し 

（４） 山梨県外に居住していることが確認できる次の書類のうち１点の写し 

ア マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民票の写し等の公的証明書 

イ 学生証または在学証明書（居所の記載のあるもの） 

ウ アパート等の賃貸借契約書 

エ 直近の公共料金請求書 

オ 申請者あてに居所に届いた郵便物等 

（交付の決定及び額の確定等） 

第９ 市長は、第５または第８の申請を受理したときは、その内容を審査し、交付の可

否を決定し、その旨を甲府市インターンシップ支援助成金交付（不交付）決定通知書

（第３号様式）により通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者に補助

金を交付するものとする。 

（交付決定の取消及び返還） 

第１０ 市長は、助成金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）が次の各

号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定を取消すこととし、甲府市インタ

ーンシップ支援助成金交付決定取消通知書（第４号様式）により通知するものとする。 

（１） 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。 

（２） その他市長が適当でないと認めたとき。 

２ 市長は、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずるときは、甲府市インタ

ーンシップ支援助成金返還命令書（第５号様式）により行うものとする。 

（検査等） 

第１１ 市長は、助成事業の執行に関して必要があると認めるときは、申請者に対して

助成事業に関する必要な事項について報告を求め、検査し、又は指示することができ

る。 

（その他） 

第１２ この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 



 

附 則 

この要綱は、令和３年６月１日から施行し、令和３年６月１日以降にインターンシ

ップにより学生を受け入れた場合に適用する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 



 


